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様式第４号 

市民意見公募（パブリックコメント）の実施結果について 

 

件    名 山陽小野田市空家等対策計画 

意見募集期間 平成３０年９月３日（月）～平成３０年９月２８日（金） 

公表した資料 

 

 

山陽小野田市空家等対策計画（案） 

意見の件数        ３ 名     ３７ 件 

 

意見の概要と市の考え方等 

項  目 意 見 の 概 要 市の考え方又は対応 

目次につい

て 

参考資料として、法、条例、

規則を載せるのであれば、目次 

第 9 節の後ろに参考資料とし

て記載すべきである。 

目次の第 9章第 3節の次に、

空家法、空家条例、規則を記載

します。 

空家等対策

計画策定の

主旨につい

て 

（Ｐ1) 

4行目 「・・年々増加して

きています。」とあるが、どの

データか。全国レベルのことを

言っているのか（Ｐ4下表）。我

が市では空家は減っている（Ｐ

5 表及びＰ7 表（序-1））。空家

数は減っている。しかしそのう

ちの腐朽、破損あり等の空家は

増えている。何を言っているの

か、何が言いたいのか明記すべ

き。 

全国の空き家数の推移につ

いて、述べたものです。 

 御意見を参考に次のように

改めます。 

 1行目の「近年、」の次に、「全

国的に」を記載します。 

9行目 「地域の活力低下」

とあるが具体的にはどのよう

なことが考えられるのか。 

適正に管理されていない空

家等は、地域住民の安全・安心

な生活に深刻な影響を及ぼす
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こと等が考えられます。 

9～10 行目 「行政運営の効

率性の低下」とあるが、「効率

性の低下」という表現はおかし

い。「効率が低下する」または

「効率性又は効率が悪くなる」

等の表現はあるかと思うが。 

原案どおりとさせていただ

きます。 

14～15 行目 「空家等へ対

処する上での・・」とあるが、

表現がしっくりいかない。「空

家等に対処する上で法的根

拠・・・」等の方が良くないか。 

御意見を参考に、次のように

改めます。 

「空家等へ対処する上での

法的根拠が示されました。」を

「空家等に対処する上で法的

根拠が示されました。」に改め

ます。 

16～18 行目 「空家法の施

行に伴い、現行の条例との・・・

空家条例を施行しました。」と

あるが、関係が良くわからな

い。「現行の条例」とはいつ時

点での現行なのか。「山陽小野

田市空き家等の適正管理に関

する条例」を全面的に見直して

「この条例」を廃止し、新たに

「山陽小野田市空家等対策の

推進に関する条例」を施行した

のか。繋がり、関係を明確にす

べき。 

御意見を参考に、次のように

改めます。 

11 行目「山陽小野田市空き

家等の適正管理に関する条例」

を「山陽小野田市空き家等の適

正管理に関する条例（平成 24

年条例第 36 号。以下「旧空き

家条例」という。）に改めます。 

また、16 行目の「現行の条

例」と 17行目の「条例」を「旧

空き家条例」に改めます。 

なお、Ｐ10  2行目の「山陽

小野田市空き家等の適正管理

に関する条例（以下「旧空き家

条例」という。）」を「旧空き家

条例」に改めます。 

総務省住

宅・土地統

計調査の概

要について 

（Ｐ5表） 

空き家率が「全国」「山口県」

「山陽小野田市」の順番に記載

されているが、戸数等のデータ

は山陽小野田市のことを述べ

ており、本文の説明にも「本市

御意見を参考に、次のように

改めます。 

「住宅・土地統計調査による

山陽小野田市の状況」の表中10

行目を「空家率 山陽小野田
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及び全国、山口県の空家に関す

るデータは次のとおりです。と

あるので表内の空き家率の表

現も「山陽小野田市」「全国」

「山口県」の順番にすべきであ

る。 

市」、11 行目を「全国」、12 行

目を「山口県」に改めます。 

空家等の分

布等につい

て 

（Ｐ9図） 

この図を載せるのであれば

もっとはっきり分かるように

すべき。特に「凡例」の部分は

全く読めない。何を理解させよ

うとしているのか。 

凡例の箇所を分かりやすく

改めます。 

実態調査の

実施につい

て 

空き家の実態調査（種別区分

や現況評価）をするべきであ

る。 

本市の空家等対策を推進す

るために、平成 29 年度に市内

全域の空家等の実態調査を実

施いたしました。本計画では、

Ｐ7～9に記載しています。 

実態調査に関する御提案と

して承ります。 

空き家条例

について 

（Ｐ10表） 

未解決の総数 90、その右の

「所有者調査中」等のカラム

は、「総数」の内訳であるから、

以下のようにすべき。 

御意見を参考に、表を分かり

やすく修正します。 

 

 

 

 

 

 

空家等対策

の基本的な

考え方につ

いて 

（Ｐ13） 

「空家条例には、基本理念と

して次のように規定されてい

ます。・・・」とあるが序章 2に

基本理念が謳われている。同じ

ことがここにもあり、無駄であ

る。序章 2 を引用すべきであ

る。 

Ｐ2の序章と重複しますが、

「第 1 節 空家等対策の基本

的な考え方」として、基本理念

は重要であり、再度確認する意

味も含めて、原案どおりとさせ

ていただきます。 

空家等対策

計画の位置

「山陽小野田市空家等対策

計画」は「山陽小野田市住宅マ

「山陽小野田市住宅マスタ

ープラン」は、「山陽小野田市
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づけについ

て 

（Ｐ14） 

スタープラン」と整合を取るよ

うにしているが、現在「山陽小

野田市住宅マスタープラン」は

作成されていない（平成 30 年

度末までには施行するようだ

が）。現時点でどのように整合

を図ったのか。担当部署と協議

が必要である。 

住生活基本計画」（以下「住生

活基本計画」という。）として、

平成 30 年度に策定予定です。

空家等対策計画（案）と整合性

を取るために、住生活基本計画

を策定する部署とも協議をし

た上で、本計画（案）を作成し

ました。 

なお、Ｐ14の表中、「山陽小

野田市住宅マスタープラン」を

「山陽小野田市住生活基本計

画（平成 30年度策定予定）」に

改めます。 

空家等対策

の取組方針

について 

（Ｐ16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｐ17） 

空家等の管理状況による区

分 「序章-3・・・今後も減少す

ることが推計されていること

から、・・・」とあるが、序章 3

第 1節 2人口の推移、は過去の

推移のみを示しているのであ

って、今後のことは謳っていな

い。今後の推計はどこにあるの

か。 

原案どおりとさせていただ

きます。 

Ｐ3の≪山陽小野田市人口の

推移≫において、本市の人口は

平成 7 年から平成 27 年までに

約 6,000 人減少していること

や、年齢の構成比は、年少人口

（0～14歳）、生産年齢人口（15

～64 歳）の割合は減少を続け

ている一方、65 歳以上の年齢

は上昇していることから、本市

の人口は今後も減少すること

が推計されます。 

3～4行目 「本市の人口は・・・

増加することが想定されま

す。」とあるが前ページ第５節

１空家等の管理状況による区

分の文頭にも同じ文言がある。

無駄なことは避けるべきであ

る。 

御意見を参考に、次のように

改めます。 

3～4 行目の「本市の人口は

今後も減少することが推計さ

れていることから、空家等が増

加することが想定されます。こ

のような状況において、」を「空

家等が増加すると見込まれる

状況において、」に改めます。 
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適切な管理

を促進する

施策につい

て 

（Ｐ23） 

2情報の提供の 2行目文字を

先頭にそろえるべき。 

先頭に揃えます。 

普及啓発に

ついて 

（Ｐ24） 

県のパンフレットを載せて

いるが、本文には何の説明もな

い。載せる必要があるのか。こ

のパンフレットも文字は読め

ない。 

パンフレットを削除します。 

対応方針に

ついて 

（Ｐ25） 

「空き家バンク等」とある

が、「空き家バンク」はあるの

か。無いとすればいつどのよう

に作るのか。 

本市では、「空き家バンク」

を構築していません。「空き家

バンク」の構築を目指します。 

特定空家等

に対する市

の対応につ

いて 

（Ｐ27図） 

「特定空家等と認められな

い管理不適切空家等」が 3段目

と 5 段目にあるが、違いは何

か。 

Ｐ27 図の 4 段目の「空家法

第 9条第 2項による立入調査」

から 5 段目への矢印が欠如し

ていたため、これを追記しま

す。 

特定空家等

の判断基準

について 

（Ｐ29図） 

 

（Ｐ29～

30） 

Ｐ27 に同じものがある。な

ぜここに載せるのか。Ｐ27 で

説明しているのではないか。無

駄な表現は避けるべきである。 

御意見を参考に、重複してい

る箇所を削除します。 

Ｐ30から「判断基準表」が載

せてあるが、Ｐ29 の本文には

説明がない。説明を入れるべ

き。例えば、「なお、特定空家等

判断基準書を次ページ以降に

示します。」 または、Ｐ29本

文下から 2行目の「・・特定空

家等判断基準※に基づき判断

します。 ※：次ページ以下に

判断基準表を示します。」等。 

御意見を参考に、次のように

改めます。 

Ｐ29 の「次の山陽小野田市

特定空家等判断基準に基づき」

を『次項の「特定空家等判断基

準表」及び「特定空家等判定調

査票」に基づき』に修正します。 

（Ｐ30～

34） 

文字が小さくて読みづらい。

良く理解できるよう文字を大

分かりやすく修正します。 
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きくすべき。 

この表及び票の運用マニュ

アル（手順書）はあるか。 

Ｐ30～34 の「特定空家等判

断基準表」及び「特定空家等判

定調査票」により、特定空家等

の判定を職員等が行います。そ

の判定を平準化させるために、

数値等を用いた運用マニュア

ル（仮）を本計画とは別に協議

会の審議を経て作成します。 

（Ｐ30～

31） 

「評点」は 0～5 のいずれか

を判断して記載するのか。 

御意見のとおり、評点は 0～

5のいずれかを判断して記載し

ます。 

「合計」は評点の合計であろ

うが、「評価①、②等」は何を記

載するのか。 

評価①～⑥は、総合評価とし

て各評点の平均点を記載しま

す。 

（Ｐ30～

32） 

Ｐ30,31 の【調査 1】とＰ32

の「特定空家等判定調査票（建

築物等）」に齟齬がある。 

例えば、Ｐ32 の【調査 1】3

カラム目「屋根、外壁等が脱落、

飛散するおそれがある（選択）」

とあるが、Ｐ31 では「必須項

目」となっている。また、その

下のカラムも（選択）となって

いるが、Ｐ31では「必須項目」

である。 

Ｐ31の 1行目の「必須項目」

の全てを「選択項目」とします。 

また、Ｐ30（2）の表中左から

2列目の「調査項目」を「外壁」

に改めます。 

（Ｐ32） 判定は、判定 Aと判定 Bしか

ないのか。 

特定空家等と思われる空家

等について調査をいたします

ので、判定は、A又は Bのいず

れかとなります。 

（Ｐ33） 【調査 1】の「区分」には、

何を記入するのか。 

上記「※区分（法第 2条第 2

項に規定する特定空家等の定

義のうち該当する状態を表す

もの）」の区分を記載していま

す。 
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【調査 2】の「条件」欄は「－」

となっているが、これは何か。 

【調査 2】の「条件」欄を削

除します。 

【調査 1】の「レベル評価」

にはどのような記載がなされ

るのか。 

【調査 1】を分かりやすく修

正します。 

（Ｐ34） 【調査 2】は、レベル 1,2,3

の該当部分を○で囲むのか。 

【調査 2】は、【調査 1】の該

当項目の判断基準を示したも

のです。 

Ｐ34の【調査 1】、【調査 2】

に立木等①、窓②、・・とあり、

⑦から⑪に飛んでいる。⑧⑨⑩

はどこに行ったのか。 

【調査 2】の表中の⑪・⑫を

削除します。 

（Ｐ32～

33） 

「特定空家等判定調査票

（建築物）」と「特定空家等判

定調査票（衛生上有害等）」が

あるが、それぞれの重みづけ

は如何か。 

総合判断はどのようにする

のか。 

空家法第 2条第 2項に、特

定空家等の定義は、「そのまま

放置すれば倒壊等著しく保安

上危険となるおそれのある状

態又は著しく衛生上有害とな

るおそれのある状態」とされ

ていることから、どちらか一

方でも特定空家等と評価すれ

ば、特定空家等と判断しま

す。 

空家等対策

の効果の検

証について 

（Ｐ45） 

指標１：7.49％以下、指標２：

30.60％以上とあるが、算出根

拠は何か。 

御意見を参考に、次のように

改めます。 

図（9-1）の次に、 

「住宅・土地統計調査による

全国の空き家数は、平成 20 年

調査時では 757 万戸から平成

25年調査時では 820万戸と、5

年間で 63 万戸増加しており、

増加率は 1.08％となっていま

す。これを元に、平成 29 年度

から次回の空家等実態調査実

施予定である平成 34 年度まで

の 5 年間の山陽小野田市の空
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き家の増加率を、1.08％とする

と、平成 30年度から平成 34年

度までの 5 年間で空き家総数

が 107件増加し、1,376件と予

想されます。 

目標値として、Ｄ・Ｅランク

の空き家を少しでも減らし、

Ａ・Ｂランクの空き家を少しで

も増やすべく、Ｄ・Ｅランクの

空き家の増加率を 1.08％より

0.5ポイント減の 1.03％、Ａ・

Ｂランクの空き家の増加率を

1.08％より 0.2 ポイント増の

1.10％とすると、平成 30 年度

から平成 34 年度までの 5 年間

で、 

Ａランクの空家等は、106件

から 11件増加で 117件 

Ｂランクの空家等は、276件

から 28件増加で 304件 

Ｄランクの空家等は、70 件

から 2件増加で 72件 

Ｅランクの空家等は、30 件

から 1件増加で 31件 

となります。その結果、Ｄ・Ｅ

ランクの管理不適切空家等率

が 7.49％以下 

（平成 34 年度Ｄ・Ｅランク

空家等数 103 件 / 平成 34 年

度空家等数 1,376件＝7.49％） 

Ａ・Ｂランクの活用容易空家

等率が 30.60％以上 

（平成 34 年度Ａ・Ｂランク

空家等数 421 件 / 平成 34 年

度 空 家 等 数 1,376 件 ＝

30.60％） 
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となります。よって、」を追記

します。 

なお、3目標指標の「平成 29

年」を「平成 29年度」に、「平

成 34年」を「平成 34年度」に

改めます。 

その他 

 

土地や家を所有している人

が生きているうちに、売ったお

金が入り、手続きなどもそのお

金でできるようにしたらいい

と思う。 

土地や家に関する御提案と

して参考にさせていただきま

す。 

移住者を受け入れるために

は、地域での移住者を導くキー

パーソンを育て、人と人をつな

ぐことこそが田園回帰を実現

するキーポイントとなる。さら

に、全国に向けて情報の発信を

積極的にすることが必要であ

る。 

御提案として承ります。 

全国の都市圏退職者（定年者

を含む）を農業従事者として受

け入れる。 

御提案として承ります。 

外国人の雇用で、人口減少に

歯止めをかけ、空家対策とする

ことは十分可能と考えられる。 

御提案として承ります。 

※項目ごとに整理して記載 


